
 

 

 

 

 

 

 

令和４年第４回 湧別町農業員会総会議事録 

１．会  期  令和４年４月２２日（金） 
１３時３０分 開会 

１４時０５分 閉会 

２．場  所  上湧別コミュニティセンター ２階大会議室 

３．議  件 

日 程 第 １ 議事録署名委員の指名について 

日 程 第 ２ 会期の決定について 

日 程 第 ３ 諸般の報告について 

日 程 第 ４ 議案第１号 現況証明願いについて 

日 程 第 ５ 
議案第２号 農地法第１８条第１項第２号の規定による合

意解約について 

日 程 第 ６ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日 程 第 ７ 
議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について 

日 程 第 ８ 
議案第５号 令和３年度湧別町農業委員会の目標及びその

達成に向けた活動の点検・評価について 

日 程 第 ９ 
議案第６号 令和４年度湧別町農業委員会の目標及びその

達成に向けた活動計画について 

  

  

 



 

 

４．委 員 の 出 席 状 況 （出 席 委 員） 

１ 児嶋 和美 ２ 三澤  実  ４ 姉崎 淳一 

５ 山﨑 幸一  ７ 和田 利弘 ８ 小崎 勝敏 

９ 藤井 和人  11 渡辺 健一 12 島田 宗央 

13 長屋 教幸 14 関口 哲治 15 松下 眞二 16 安藤 弘司 

 18 栗田  淳 19 松橋  聡 20 千葉  実 

21 北谷 昭一 22 秋葉 宏之 23 松田 和浩 24 佐藤  茂 

25 吉村 智之    

 

５．欠 席 委 員   

     ３ 羽田 雄一   ６ 佐藤 弘朗   10 中原  修 

  １７ 久保 拓也 

    

６．事  務  局 

事務局長  宮本 則幸    主  任  野村 亮太 

   

 

 

 

 

 



 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 定刻になりましたので、只今から令和４年第４回湧別町農業委員会

総会を開会致します。 

 

 本日の出席委員は、２１名で過半数に達しておりますので、湧別町

農業委員会会議規則第７条の規定により、本総会は成立します。 

 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行ないます。 

議事録署名委員は、湧別町農業委員会会議規則第１４条の規定によ

り本日の議事録署名委員は、２４番 佐藤茂委員及び１番 児嶋委員

を指名します。 

 

 日程第２、会期の決定を議題とします。おはかりします。本総会の

会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 異議なしと認めます。したがって会期は本日１日とすることに決定

致しました。 

 

 日程第３、諸般の報告についてを議題とします。前回、総会以降の

行事について、事務局長より報告させます。 

 

令和４年３月２９日に開催されました令和４年第３回湧別町農業

委員会総会以降における活動状況についてご報告申し上げます。 

 

４月６日（水）、コミュニティーセンター１階大会議室において、

農用地あっせん会議が開催され、これに吉村会長、渡辺委員が出席し

ております。 

 

４月１１日（月）、湧別町農協芭露支所におきまして、農用地あっ

せん会議が開催され、これに児嶋委員、長屋委員が出席しております。 

 

本日、令和４年第４回湧別町農業委員会総会を開催致しておりま

す。以上、活動状況の報告と致します。 

 

 日程第４、議案第１号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の２ページをご覧下さい。議案第１号、現況証明願いについ

て。別紙の者より、土地の現況証明願いの提出があったので、別紙の

とおり証明するものであります。本総会において４件提出されており

ます。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

内容を説明しますので、議案書の３ページをご覧下さい。その１、

証明願出人、遠軽町、●●●●さん、所有者、神戸市、●●●●さん

です。土地の所在ですが、川西●●番●で、地目は公簿が畑で現況が

農地・採草放牧地以外であり、面積は２，４１６㎡で、利用状況は宅

地で、申請の理由につきましては、地目変更登記のためで、現況証明

農業委員は中原委員、松橋委員、佐藤茂委員でございます。 

（別冊資料１ページにより位置説明） 

 

議案書の４ページをご覧下さい。その２、証明願出人、遠軽町、●

●●●さん、所有者、札幌市、●●●●さんです。土地の所在ですが、

西芭露●●番●で、地目は公簿が畑で現況が農地・採草放牧地以外で

あり、面積は２，８３３㎡で、利用状況は山林で、申請の理由につき

ましては、地目変更登記のためで、現況証明農業委員は児嶋委員、長

屋委員、島田委員でございます。 

（別冊資料２ページにより位置説明） 

 

議案書の５ページをご覧下さい。その３、証明願出人、所有者とも

に北兵村三区、●●●●さんです。土地の所在ですが、北兵村三区●

●番●で、地目は公簿が畑で現況が農地・採草放牧地以外であり、面

積は４，２９２㎡で、利用状況は山林で、申請の理由につきましては、

地目変更登記のためで、現況証明農業委員は藤井委員、姉崎委員、和

田委員でございます。 

（別冊資料３ページにより位置説明） 

 

議案書の６ページをご覧下さい。その４、証明願出人、所有者とも

に錦町、●●●●さんです。土地の所在ですが、南兵村一区●●番●

外計２筆で、地目は公簿が畑で現況が農地・採草放牧地以外であり、

合計面積は４６４㎡で、利用状況は宅地で、申請の理由につきまして

は、地目変更登記のためで、現況証明農業委員は小崎委員、渡辺委員、

佐藤弘朗委員でございます。 

（別冊資料４ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 これから議案第１号の議案について質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

（なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。議案第１号の採決を行います。おはかりしま

す。本案は原案の通り決定することにご異議ありませんか。 

 



 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委員一同 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって本案は原案の通り可決されまし

た。 

 

日程第５、議案第２号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の７ページをご覧下さい。議案第２号、農地法第１８条第１

項第２号の規定による合意解約について。 

別紙のとおり、農地法第１８条第１項第２号の規定による合意解約

を行い、同法第１８条第４項及び第６項の規定により通知があったの

で農業委員会の議決を求めるものであります。本総会において２件の

合意解約が提出されております。 

内容の説明をしますので、議案書の８ページをご覧下さい。 

 

番号１番、利用権の設定をした者、西芭露、●●●●さん、利用権

の設定を受けた者、西芭露、●●●●さんです。利用権設定に係る土

地の所在は西芭露●●番●外計１１筆で、地目は公簿、現況共に畑、

合計面積は９７，９９３㎡、利用権設定等の種類は賃借権、成立する

法律関係は賃貸借、利用権の期限は平成３１年４月２５日から令和５

年１１月３０日までの５年間として集積計画の決定を受けていまし

たが、賃借人の都合により令和４年４月１１日に合意解約に達したも

のでございます。 

（別冊資料５・６ページにより位置説明） 

 

番号２番、利用権の設定をした者、富美、●●●●さん、利用権の

設定を受けた者、富美、●●●●さんです。利用権設定に係る土地の

所在は富美●●番●外計４筆で、地目は公簿、現況共に畑、合計面積

は４４，８９９㎡、利用権設定等の種類は賃借権、成立する法律関係

は賃貸借、利用権の期限は令和２年２月２８日から令和１１年１２月

３１日までの１０年間として利用集積計画の決定を受けていました

が、賃借人の都合により令和４年４月１２日に合意解約に達したもの

でございます。 

（別冊資料７ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 議案第２号の議案について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 （なしとの声） 

 



 

 

議 長 

 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 質疑なしと認めます。これから議案第２号の採決を行います。おは

かりします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 

 （異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって議案第２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

日程第６、議案第３号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書９ページをご覧下さい。議案第３号、農地法第５条の規定に

よる許可申請について。農地法第５条の規定により、別紙の者より農

地転用の許可申請の提出があったので、許可相当の可否について審議

し、許可相当の回答がなされた期日以降に、農地法第５条の規定によ

る許可書を申請者に交付することを決議する。また、北海道農業会議

への意見聴取を必須とする案件については、北海道農業会議から許可

相当の回答がなされた期日以降に、許可書を申請者に交付することを

決議するものであります。本総会において１件の許可申請書が提出さ

れております。 

 

内容を説明しますので議案書の１０ページをご覧下さい。 

 

番号１番。譲渡人が北兵村三区、●●●●さん。譲受人が北兵村三

区、●●●●さんです。申請地の所在ですが、北兵村三区●●番●で

面積は４９７㎡です。転用目的は、農家住宅建設のためであり、権利

の種類は使用貸借権、事業費は４４，０００千円で、別添審査表のと

おり、すべての要件を満たしているものと考えます。 

（別冊資料８ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

これから議案第３号の議案について質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから議案第３号の採決を行います。 

おはかりします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

 



 

 

委員一同 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

日程第７、議案第４号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の１２ページをご覧下さい。議案第４号、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、湧別町

長より決定を求められたので、別紙の農用地利用集積計画について、

農業委員会の議決を求めるものでございます。本総会において、所有

権移転が２件、賃借権が３５件提出されております。 

 

 内容の説明をしますので、議案書の１３ページをご覧下さい。 

 

まず、所有権移転でございます。番号１番、所有権の移転をする者

は、西芭露、●●●●さんで、所有権の移転を受ける者は、西芭露、

●●●●さんでございます。所有権移転に係る土地の所在は、西芭露

●●番●で面積は５１４㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、

成立する法律関係は売買であり、利用目的は何れも普通畑でございま

す。所有権移転の時期でございますが、令和４年４月２２日で、対価

の支払い時期につきましては、令和４年１１月３０日となっており、

土地の引渡し時期は対価の支払日で、売買価格につきましては、１５，

０００円でございます。 

（別冊資料９ページにより位置説明） 

 

続きまして番号２番、所有権の移転をする者は、西芭露、●●●●

さんで、所有権の移転を受ける者は、西芭露、●●●●さんでござい

ます。所有権移転に係る土地の所在は、西芭露●●番●で面積は８，

４９８㎡であり、利用権設定等の種類は所有権で、成立する法律関係

は売買であり、利用目的は何れも普通畑でございます。所有権移転の

時期でございますが、令和４年４月２２日で、対価の支払い時期につ

きましては、令和４年６月３０日となっており、土地の引渡し時期は

対価の支払日で、売買価格につきましては、６７９，０００円でござ

います。 

（別冊資料１０ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の１４ページをご覧下さい。賃借権でございます

番号１番、利用権の設定をする者は、東、●●●●さんで、利用権の

設定を受ける者は、上芭露、●●●●さんでございます。利用権設定



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に係る土地の所在は、上芭露●●番●外計６筆で合計面積は３０，２

３９．８４㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は１３６，０００

円でございます。 

（別冊資料１１ページにより位置説明） 

 

番号２番、利用権の設定をする者は、南兵村二区、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、南兵村二区、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、南兵村二区●●番●の内で面積は

３，７００㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

２月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２８，０００円

でございます。 

（別冊資料１２ページにより位置説明） 

 

番号３番、利用権の設定をする者は、南兵村二区、●●●●さん 

で、利用権の設定を受ける者は、南兵村二区、●●●●さんでござい

ます。利用権設定に係る土地の所在は、南兵村二区●●番●で面積は

３，３４１㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

２月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２７，０００円

でございます。 

（別冊資料１３ページにより位置説明） 

 

番号４番、利用権の設定をする者は、富美、●●●●さんで、利用 

権の設定を受ける者は、富美、●●●●さんでございます。利用権設

定に係る土地の所在は、富美●●番●外計４筆で合計面積は４４，８

９９㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は

賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限

でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１２月３

０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２２４，０００円でご

ざいます。 

（別冊資料１４ページにより位置説明） 

 

この先は継続更新に係る案件の説明となります。番号５番、利用権 

の設定をする者は、栄町、●●●●さんで、利用権の設定を受ける者

は、錦町、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地の所在

は、栄町●●番●で面積は２４，５５２㎡であり、利用権設定等の種



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも

普通畑でございます。利用権の期限でございますが、本日、令和４年

４月２２日から令和１４年１１月３０日までの１０年間となってお

り、賃貸価格は１４７，０００円でございます。 

（別冊資料１５ページにより位置説明） 

 

番号６番、利用権の設定をする者は、栄町、●●●●さんで、利用 

権の設定を受ける者は、錦町、●●●●さんでございます。利用権設

定に係る土地の所在は、錦町●●番●外計１１筆で合計面積は１２，

９７３㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係

は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期

限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月

３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は７７，０００円でご

ざいます。 

（別冊資料１６ページにより位置説明） 

 

番号７番、利用権の設定をする者は、南幌町、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、錦町、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、錦町●●番●で面積は２３，７６１㎡であ

り、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であ

り、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でございま

すが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日までの

１０年間となっており、賃貸価格は１４２，０００円でございます。 

（別冊資料１７ページにより位置説明） 

 

番号８番、利用権の設定をする者は、南幌町、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、錦町、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、錦町●●番●外計３筆で合計面積は１９，

７７９㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係

は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期

限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月

３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は１１８，０００円で

ございます。 

（別冊資料１８ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の１５ページをご覧ください。番号９番、利用権 

の設定をする者は、江別市、●●●●さんで、利用権の設定を受ける

者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地の所

在は、芭露●●番●で面積は２８，２０５㎡であり、利用権設定等の

種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であり、利用目的は何れ

も普通畑でございます。利用権の期限でございますが、本日、令和４

年４月２２日から令和１４年１１月３０日までの１０年間となって
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おり、賃貸価格は１２６，０００円でございます。 

（別冊資料１９ページにより位置説明） 

 

番号１０番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●の内外計８筆で合計面積は２

３，７８１㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は６７，０００円

でございます。 

（別冊資料２０ページにより位置説明） 

 

番号１１番、利用権の設定をする者は、江別市、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●外計２筆で合計面積は２

４，７０９㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は１１１，０００

円でございます。 

（別冊資料２５ページにより位置説明） 

 

番号１２番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●外計３筆で合計面積は５，１

８７㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は

賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限

でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３

０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２３，０００円でござ

います。 

（別冊資料２６ページにより位置説明） 

 

番号１３番、利用権の設定をする者は、札幌市、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●で面積は８，５５５㎡であ

り、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であ

り、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でございま

すが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日までの

１０年間となっており、賃貸価格は２９，０００円でございます。 

（別冊資料２７ページにより位置説明） 
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番号１４番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利

用 

権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権設

定に係る土地の所在は、芭露●●番●外計５筆で合計面積は２２，２

８９㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は

賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限

でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３

０日までの１０年間となっており、賃貸価格は９８，０００円でござ

います。 

（別冊資料２８ページにより位置説明） 

 

番号１５番、利用権の設定をする者は、中湧別南町、●●●●さ 

んで、利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。

利用権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●で面積は１３，１３９

㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸

借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でご

ざいますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日

までの１０年間となっており、賃貸価格は４５，０００円でございま

す。 

（別冊資料２９ページにより位置説明） 

 

番号１６番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●外計８筆で合計面積は４５，

８７６㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係

は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期

限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月

３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は１３７，０００円で

ございます。 

（別冊資料３０ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の１６ページをご覧ください。番号１７番、利用 

権の設定をする者は、遠軽町、●●●●さんで、利用権の設定を受け

る者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地の

所在は、芭露●●番●の内外計６筆で合計面積は３５，１５６㎡であ

り、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であ

り、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でございま

すが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日までの

１０年間となっており、賃貸価格は１４０，０００円でございます。 

（別冊資料３１ページにより位置説明） 

 

番号１８番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 
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用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●の内で面積は７１，７５２㎡

であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借

であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でござ

いますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日ま

での１０年間となっており、賃貸価格は３０８，０００円でございま

す。 

（別冊資料３２ページにより位置説明） 

 

番号１９番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●で面積は２０，８５２㎡で

あり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借で

あり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でござい

ますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日まで

の１０年間となっており、賃貸価格は９３，０００円でございます。 

（別冊資料３３ページにより位置説明） 

 

番号２０番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●の内で面積は３４，６２２

㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸

借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でご

ざいますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日

までの１０年間となっており、賃貸価格は１４５，０００円でござい

ます。 

（別冊資料３４ページにより位置説明） 

 

番号２１番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●外計３筆で合計面積は２３，

３７４㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係

は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期

限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月

３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は９３，０００円でご

ざいます。 

（別冊資料３５ページにより位置説明） 

 

番号２２番、利用権の設定をする者は、帯広市、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、芭露●●番●で面積は１４，３２１㎡で

あり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借で
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あり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でござい

ますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０日までの

５年間となっており、賃貸価格は６０，０００円でございます。 

（別冊資料３６ページにより位置説明） 

 

番号２３番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●の内外計４筆で合計面積は５

２，３３５㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１

月３０日までの５年間となっており、賃貸価格は２６１，０００円で

ございます。 

（別冊資料３７ページにより位置説明） 

 

番号２４番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●の内外計６筆で合計面積は７

３，３８１㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律

関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権

の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１

１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２９３，０００

円でございます。 

（別冊資料３８ページにより位置説明） 

 

番号２５番、利用権の設定をする者は、芭露、●●●●さんで、利 

用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用権

設定に係る土地の所在は、芭露●●番●で面積は３，３３２㎡であり、

利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であり、

利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でございます

が、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０日までの５年

間となっており、賃貸価格は１４，０００円でございます。 

（別冊資料３９ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の１７ページをご覧ください。番号２６番、利用 

権の設定をする者は、上芭露、●●●●さんで、利用権の設定を受け

る者は、上芭露、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地

の所在は、上芭露●●番●外計７筆で合計面積は１９，２２６㎡であ

り、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借であ

り、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でございま

すが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０日までの５

年間となっており、賃貸価格は３９，０００円でございます。 
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（別冊資料４０ページにより位置説明） 

 

番号２７番、利用権の設定をする者は、遠軽町、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、上芭露、●●●●さんでございます。利

用権設定に係る土地の所在は、上芭露●●番●外計２筆で合計面積は

６０，９２１㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法

律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用

権の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年

１１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２６３，００

０円でございます。 

（別冊資料４１・４２ページにより位置説明） 

 

番号２８番、利用権の設定をする者は、遠軽町、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、上芭露、●●●●さんでございます。利

用権設定に係る土地の所在は、上芭露●●番●外計９筆で合計面積は

６４，５８１㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法

律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用

権の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年

１１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２９２，００

０円でございます。 

（別冊資料４３ページにより位置説明） 

 

番号２９番、利用権の設定をする者は、上芭露、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、上芭露、●●●●さんでございます。利

用権設定に係る土地の所在は、上芭露●●番●で面積は２９，２４７

㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸

借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でご

ざいますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日

までの１０年間となっており、賃貸価格は５４，０００円でございま

す。 

（別冊資料４４ページにより位置説明） 

 

番号３０番、利用権の設定をする者は、東芭露、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、上芭露●●番●外計７１筆で合計面積は

３７５，０９６．２８㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成

立する法律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございま

す。利用権の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令

和１４年１１月３０日までの１０年間となっており、賃貸価格は２，

２５０，０００円でございます。 

（別冊資料４５ページにより位置説明） 

続きまして議案書の１９ページをご覧ください。番号３１番、利用 
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権の設定をする者は、上芭露、●●●●さんで、利用権の設定を受け

る者は、東芭露、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地

の所在は、東芭露●●番●外計２６筆で合計面積は８８，３５２㎡で

あり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借で

あり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でござい

ますが、本日、令和４年４月２２日から令和１４年１１月３０日まで

の１０年間となっており、賃貸価格は２４２，０００円でございます。 

（別冊資料４６ページにより位置説明） 

 

番号３２番、利用権の設定をする者は、計呂地、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、計呂地、●●●●さんでございます。利

用権設定に係る土地の所在は、計呂地●●番●で面積は１，９３８㎡

であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸借

であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でござ

いますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０日まで

の５年間となっており、賃貸価格は７，０００円でございます。 

（別冊資料４７ページにより位置説明） 

 

続きまして議案書の２０ページをご覧ください。番号３３番、利用 

権の設定をする者は、計呂地、●●●●さんで、利用権の設定を受け

る者は、計呂地、●●●●さんでございます。利用権設定に係る土地

の所在は、計呂地●●番●の内外計１２筆で合計面積は９０，６６５．

８６㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は

賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限

でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０

日までの５年間となっており、賃貸価格は２８２，０００円でござい

ます。 

（別冊資料４８ページにより位置説明） 

 

番号３４番、利用権の設定をする者は、計呂地、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、計呂地、●●●●さんでございます。 

利用権設定に係る土地の所在は、計呂地●●番●で面積は２，５００

㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法律関係は賃貸

借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用権の期限でご

ざいますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１１月３０日ま

での５年間となっており、賃貸価格は５，０００円でございます。 

（別冊資料４９ページにより位置説明） 

 

番号３５番、利用権の設定をする者は、計呂地、●●●●さんで、 

利用権の設定を受ける者は、芭露、●●●●さんでございます。利用

権設定に係る土地の所在は、計呂地●●番●外計２４筆で合計面積は

９１，３３２㎡であり、利用権設定等の種類は賃借権で、成立する法
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律関係は賃貸借であり、利用目的は何れも普通畑でございます。利用

権の期限でございますが、本日、令和４年４月２２日から令和９年１

１月３０日までの５年間となっており、賃貸価格は４１８，０００円

でございます。 

（別冊資料５０ページにより位置説明） 

 

以上で説明を終わります。 

 

 これから、議案第４号の議案についての質疑を行います。先に●●

ページ●●番について質疑を行います。農業委員会等に関する法律第

３１条の議事参与の制限により、●●番 ●●委員の退席をお願いし

ます。暫時休憩します。 

 

（●●委員退席） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑ございませんか。 

 

（なしとの声） 

 

 質疑なしと認めます。これから●●ページ●●番の採決を行いま

す。おはかりします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決いたしま

した。●●番 ●●委員の議事参与の制限を解きます。暫時休憩しま

す。 

 

（●●委員着席） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に議案第４号の残りの議案の

質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから議案第４号の残りの議案の採決を行

います。おはかりします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

 

（異議なしとの声） 
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異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

 日程第８、議案第５号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

 議案書の２１ページをご覧下さい。議案第５号、令和３年度湧別町

農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について。 

令和３年度湧別町農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計

画についての点検・評価について審議を求めるものでございます。 

 

 議案書の２２ページをご覧下さい。これは農業委員会等に関する法

律第３７条に基づいて、農業委員会運営の透明性を確保するため、農

地等利用の最適化推進の状況や事務の実施状況等をインターネット

等により６月３０日までに公表することとされているものです。 

 各ページの主なところを説明いたします。 

 

 （２２）ページ「農業委員会の状況」ですが、耕地面積や農家数な

どは、２０２０年農林業センサスに基づき記載しております。農業セ

ンサス調査につきましては５年ごと調査のため、２０２５年調査結果

まで前年と同数となります。 

 

 認定農業者数は２２１件で前年度から７人減少しております。 

 基本構想水準到達者とは、 

① 年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して市町村構想

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に到達して

いるとみなせる経営体 

② 農業改善計画の終期を迎えた認定農業者のうち、再認定を受け

なかったものの、従前の経営面積を維持又は拡大している経営体 

を示し、信部内の●●●●さんと東の●●●●さんの２件です。 

認定新規就農者は上芭露の●●●●さんと東芭露の●●●●さん、

信部内の●●●●さんと計呂地の●●●●さんです。 

 

次に（２３）ページ「担い手への農地の利用集積・集約化」ですが、

集積面積は毎年、町農政課に照会される調査の中で認定農業者・認定

新規就農者等が所有・賃貸している面積です。 

 

次に（２４）ページ「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」

ですが、令和３年度新規参入者は信部内の●●●●さんと計呂地の●

●●●さんです。 

次に（２５）ページ「遊休農地に関する措置に関する評価」ですが、

本町は遊休農地が存在しないため、解消に関する取り組みはありませ

んでした。 
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次に（２６）ページ「違反転用への適正な対応」ですが、違反転用

面積が無く指導実績はありませんでした。 

 

次に（２７）ページ「農地法等によりその権限に属された事務に関

する点検」ですが、農地法第３条に基づく許可は年間３件処理しまし

た。 

また農地法第４条と第５条の農地転用に関する事務処理は年間８

件処理しました。 

 

次に（２８）ページ「管内の農地所有適格法人」に関してですが、

新規に南兵村三区の●●●●さん、札富美の●●●●さん、志撫子の

●●●●さんの３法人が加わり、計３７法人となりました。 

 

次に（２９）ページ「地域農業者等からの主な要望・意見及び対処

内容」については、特に受けておりません。 

次に「事務の実施状況の公表等」についてですが、総会議事録と委 

員会の活動計画の点検・評価をホームページで公表しております。 

 

以上で説明を終わります。 

 

これから議案第５号の議案について質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから議案第５号の採決を行います。おは

かりします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 

日程第９、議案第６号を議題とします。事務局に議案の朗読説明を

させます。 

 

議案書の３０ページをご覧下さい。議案第６号、令和４年度湧別町

農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画について。 

令和４年度湧別町農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計

画について審議を求めるものでございます。 

 

議案書の３１ページをご覧下さい。 
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こちらも先ほど説明した「点検・評価」と同じく、農業委員会等に

関する法律第３７条の規定に基づいて、農業委員会運営の透明性を確

保するため、農地等利用の最適化推進の状況や事務の実施状況等をイ

ンターネット等により６月３０日までに公表することとされている

ものです。 

各ページの主なところを説明いたします。 

 

３１ページ「農業委員会の状況」ですが、農家・農地等の概要につ

いて、２０２０年農林業センサスに基づき記載しております。 

 

次に３２ページ「担い手への農地の利用集積・集約化」ですが、現

状の８９％に対して、目標設定を９０％としております。 

 

次に「新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが。今年

度は１件が参入予定と記載してありますが、誤って令和５年度の参入

予定者を記載しておりました。今年度の参入予定者はありません。 

次に３３ページ「遊休農地に関する措置」及び「違反転用への適正

な対応」では、引き続き事例が無いものとしました。 

 

以上で説明を終わります。 

 

これから議案第６号の議案について質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

（なしとの声） 

 

質疑なしと認めます。これから議案第６号の採決を行います。 

 おはかりします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

 

（異議なしとの声） 

 

異議なしと認めます。したがって議案第６号は原案の通り可決され

ました。 

 

 本総会に付された議案は、すべて終了しました。 

これで令和４年第４回湧別町農業委員会総会を閉会します。 

 

閉 会  １４時０５分 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この議事録は、事務局長が記載したものであるが、その正確を証す

るため、ここに署名する。 
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